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　騒音、振動、埃、臭気等については、極力、出さないよう配慮するこ
と。解体時には防塵用散水を行い、周囲へ塵が拡散するのを防ぎ、周辺
環境へ配慮すること。

　生徒・保護者・教職員への安全については細心の注意を払い、工事エ
リアへの進入防止について万全の対策を講ずること。

　近接する倉庫について、工事に支障がある場合は、養生や仮移設を行
うこと。

　工事区域の隣接道路については、周辺道路が通学路となっているた
め、工事車両の出入りについては、登下校時間を避けて計画すること。

　日曜日は原則全休とし、祝日については別途協議による。

　工事車両の周辺道路での駐車及び待機は、原則禁止とする。

　設計図書による工事のほか、技術上、施工上、本工事完成に当然必要
と認められるものは、設計図書及び特記仕様書に明記が無いものでも全
て本件に含むものとする。

　本件に関し必要となる諸申請届出等の費用は、町が認めるものを除き
本件に含むものとする。

　工事が途中で終わることとなる場合は、学校利用者、近隣住民に支障
のないように養生・後片付けを行うこと。

国府中学校浄化槽撤去工事　工事説明書

　工程計画に当たっては、夏休み期間（７月22日～８月31日）に集中し
て工事を行うものとし、学校運営に影響がある作業は、８月中の完了を
原則とする。

　請負人は、工事施工に当たっては、大磯町契約規則（昭和54年大磯町
規則第23号）第63条（安全確保の義務）により、万全を期すものとす
る。工事区域、隣接地及び近隣の建築物、工作物、植栽等について工事
に起因する振動等により損傷を与える恐れがある場合には、請負人の責
任において調査実施の要否判断し、事前・事後等の調査を行うこと。ま
た、本件に起因する損害として補修、復旧、弁償等の要求を受けたとき
は、全て請負人の責任と負担で速やかに適切な対応を取ること。

　学校利用者、近隣住民及びその他の関係者との本件に係わる話合い、
調整により工事期間、施工方法、仮設工事等について要求を受けたとき
は、町の指示により対策を取らなければならない。

　なし

　道路占用申請・道路使用許可の届出が必要な場合は、請負人において
代行する。

　工事は、国府中学校の通常の運営に支障を及ぼさない施工計画、工程
計画を立てて実施しなければならない。また、学校利用者の日常動線、
避難経路に留意するものとする。なお、近隣住民の生活にも極力支障を
及ぼさないよう配慮すること。
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境界標の取扱

５
発生材の処理等 (1)
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国等の検査等
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工事説明会 (1)
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９
打合せ会議

10
その他 (1)
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　請負人は、協力業者、物品、食料の調達及び役務の提供について、可
能な限り町内業者を活用するよう努めること。

　この特記仕様書に明記されていない事項については、町との協議によ
る。

　本件に関し、国、県、町その他関係機関等が行う検査、監査が実施される
場合は、町の求めに応じ立ち会うものとし、契約期間後においても同様とす
る。

　工事の円滑な進捗を図るため、必要に応じ工事打合せ会議を開催するこ
と。

　建築敷地内に設置されている境界杭等については、工事に支障となるもの
以外は存置するものとし、工事に際し撤去が必要な境界杭等は工事完了後、
町の座標データに基づき復元すること。また、撤去する際は、事前に町に所
定の書類を提出すること。

　コンクリート塊、アスファルト塊、路盤材、廃木材は神奈川県に指定
されている処理指定工場及び再資源化指定事業者として登録されている
施設で処分すること。搬出先については事前に監督員に確認し、その他
の廃材は適切な施設で処分し、明細を提出すること。

　再生資源利用計画書及び実施書・再生資源利用促進計画書及び実施書
を提出すること。

工事用水　　構内既存の施設　利用できる（有償）
工事用電気　構内既存の施設　利用できる（有償）

　工事説明会が開催される場合、請負人は町の求めに応じ、請負人は必
要な資料を用意して出席し、必要に応じ説明をする。また会議の記録を
作成し、町に提出すること。

　上記に必要な費用は、会議費用を含め請負人の負担とする。
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